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境港管理組合建設工事等郵便入札試行要領

（趣旨）

第１条 この要領は、境港管理組合が行う建設工事又は測量等業務(以下「工事等」とい

う。)の契約について、その入札の郵送による執行（以下「郵便入札」という ）を試行。

することとし、その実施について必要な事項を定めるものとする。

（対象工事等）

第２条 郵便入札は、一般競争入札及び指名競争入札により執行される工事等を対象とす

る。

（郵便入札による旨の公告等）

第３条 対象工事等の入札を郵便入札により執行しようとするときは、一般競争入札にあ

っては公告に、指名競争入札にあっては入札指名通知書にその旨を記載するものとする。

（見積期間）

第４条 郵便入札における見積期間は、一般競争入札の公告の日又は指名競争入札を通知

した日の翌日から起算し第６条に規定する入札書等の提出期日の２日前までとし、次に

掲げる工事等の規模に応じた見積もりの期間を置かなければならない。ただし、やむを

得ない事情があるときは、第２号及び第３号の期間は、５日以内に限り短縮することが

できる。

（１）工事等１件の請負対象額500万円未満の場合は、３日以上

（２）工事等１件の請負対象額500万円以上5,000万円未満の場合は、10日以上

（３）工事等１件の請負対象額5,000万円以上の場合は、15日以上

２ 前項の見積期間には、境港管理組合の休日を定める条例（平成元年境港管理組合条例

第７号）第１条第１項に規定する境港管理組合の休日（以下「休日」という ）は含ま。

ないものとする。

（入札書等の提出方法）

第５条 入札参加者は、入札書、工事費内訳書及び一般競争入札に係る資格確認通知書の

写し（以下「入札書等」という ）を次に掲げる方法により郵送で提出しなければなら。

ない。

（１）外封筒及び内封筒の二重封筒とすること。

（２）入札書は内封筒に入れ、封かんの上、封筒の表面に、開札日、工事名、工事場所、

入札者の商号又は名称（共同企業体の場合は、共同企業体名）を記載すること。

（３）外封筒には、入札書等を入れ、封筒の表面に、開札日、工事名、工事場所、入札

者の商号又は名称（共同企業体の場合は、共同企業体名 、担当者の所属及び氏名並）

びに連絡先（電話番号及びファクシミリ番号）を記載の上、郵送により提出しなけ

ればならない。

２ 入札書等は、一般書留郵便又は簡易書留郵便のいずれかにより、公告又は指名通知

（以下「公告等」という ）で指定された提出先に、配達日指定郵便で郵送しなければ。
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ならない。

３ 指定の提出方法以外の入札書等の提出は認めない。

（入札書等の提出期日等）

、第６条 入札書等の提出期日は、原則として開札日の２日前（その日が休日であるときは

その前日以前においてその日に最も近い休日でない日 ）とする。。

２ 入札参加者は、入札書等を公告等で指定された提出期日を配達日に指定した配達日指

定郵便とし、第５条第２項に規定する提出先に郵送しなければならない。

３ 公告等で指定された提出期日以外に到達した入札書等は、理由のいかんにかかわらず

受理しないものとする。

（入札書等の受領及び管理等）

第７条 入札執行者は、到達した入札書等の封筒を確認し、第８条の規定に該当する場合

は不受理とするものとする。

２ 受領した入札書等は、いかなる理由があっても開札まで封筒を開封しないものとする。

３ 入札書等の到着の確認の問い合わせには、一切応じないものとする。

４ 一度提出された入札書等の書き替え、引き換え又は撤回は認めないものとする。

５ 受領した入札書等は、入札執行の直前まで、施錠可能な金庫等に確実な方法で保管し

なければならない。

（入札書等の不受理）

第８条 前条により受領した入札書等が次の各号のいずれかに該当する場合は、不受理と

し、入札書等不受理通知書（別記様式）を添えて、当該入札者に普通郵便で郵送するも

のとする。

（１）第５条第２項に規定する郵送方法以外で提出された入札書等

（２）公告等に示す提出期日以外の日に到達した入札書等

（３）外封筒表記の宛先、開札日、工事名又は工事場所のいずれかが未記載等により意

思表示が明確でない入札書等

（４）外封筒表記の入札者の商号又は名称（共同企業体の場合は、共同企業体名）が記

載されていない入札書等

（５）外封筒に開札日、工事名、工事場所又は入札者の商号若しくは名称（共同企業体

の場合は、共同企業体名）のいずれかが複数記載されている入札書等

（工事費内訳書の提出）

第９条 入札参加者は、入札書の提出に併せ対象工事に係る工事費内訳書を提出しなけれ

ばならない。

２ 提出された工事費内訳書は、開札後に積算担当者（当該工事の積算内容を把握してい

る職員をいう ）等が確認し、入札終了後３年間保管しなければならない。。

(入札の辞退）
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第10条 郵便入札における入札辞退は次のとおりとする。

（１）一般競争の資格確認通知又は指名通知を受けた者の入札辞退は、入札書等の提出

期日までに、入札辞退届を持参又は郵送により提出するものとする。

（２）入札書等を差し出した後に辞退しようとする場合は、入札者は差し出した郵便の

取り戻し手続きを行うとともに、入札辞退届を持参又は郵送により提出するものと

する。

２ 入札書等が到達済みの場合、入札辞退することはできない。

（開札筆記の作成）

第11条 入札執行者は、封筒の表記をもとに開札筆記を作成するものとし、対象工事等に

係る入札書等を受理した全ての入札参加者名を記載するものとする。

２ 指名競争入札にあっては、封筒の表記により指名業者の参加を確認するものとする。

（開札）

第12条 開札は、公告等に示す日時及び場所において行うものとする。

２ 開札は、公開とする。

３ 入札執行者は、開札に当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。

４ 開札筆記には、前項の規定により立ち会った入札事務に関係のない職員が記名押印す

るものとする。

５ 入札執行回数は、１回とする。

６ 入札書等の提出をした者が１名のみの場合でも開札を行う。

７ 入札執行者は、同じ最低価格をもって入札した者が２者以上ある場合は、直ちに当該

入札者又は当該入札者が開札に立ち会っていないときには第３項の入札事務に関係のな

い職員にくじを引かせ、順位を決定するものとする。

（入札の無効）

第13条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

（１）入札者の資格、入札に関する条件に違反した者の入札

（２）同一人が同一事項について２以上の入札をした場合のそのいずれもの入札

（３）金額の記入がない入札書による入札

（４）金額を訂正した入札書による入札

（５）入札書の工事名又は工事場所のいずれかが公告等と一致しない入札書による入札

（６）入札書の工事名、工事場所、商号若しくは名称（共同企業体の場合は、共同企業

体名及び代表者の商号又は名称 、住所又は代表者名のいずれかが記載されず、若）

しくは記載に誤りがあり、又は入札者の押印のない入札書による入札

（７）誤字、脱字等により意思表示が明確でない入札書による入札

（８）工事費内訳書に商号又は名称が記載されず、又は入札者の押印のない工事費内訳

書を提出した者がした入札

（９）内容が未記入など不備がある工事費内訳書を提出した者がした入札

（10）工事費内訳書を提出しない者がした入札

（11）入札書提出後、開札までに入札条件を満たさなくなったことを届け出た者のした
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入札

（12）入札公告又は指名通知の日から開札日までに境港管理組合建設工事等入札参加資

格者資格停止要綱に基づく指名停止を受けた者のした入札

（13）虚偽の申請又は届けを行った者のした入札

（14）明らかに談合その他の不正な行為によってされたと認められる入札

２ 前項各号に該当した場合は、開札筆記に「無効」と表示するとともに、その理由を記

載するものとする。

（入札の失格）

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、失格とする。

（１）最低制限価格を下回る価格の入札をした者

（２）境港管理組合建設工事低入札価格調査制度実施要領（以下「低入札要領」とい

う ）に基づく数値的判定基準に適合しない者。

（３）低入札要領に基づく低入札価格調査（以下「低入札価格調査」という ）におい。

て、事後の事情聴取及び資料提出等に協力しない者

（４）低入札価格調査において、契約の内容に適合した履行がなされないと判断された

者

（５）指名競争において第８条各号のいずれかに該当し不受理とされた者

（６）一般競争入札又は指名競争入札において、入札書等の提出期日までに入札書等又

は辞退届を提出しなかった者

２ 前項各号に該当した場合は、開札筆記に「失格」と表示するとともに、その理由を記

載するものとする。

（落札）

第15条 入札執行者は、開札後、最低入札価格の入札金額及び入札者名を読み上げ、落札

を保留し開札を終了する。ただし、最低の価格を持って入札した者が低入札価格調査の

対象となる場合は、低入札調査を行う旨を宣言し、開札を終了するものとする。

２ 指名競争入札にあっては前項の規定にかかわらず、予定価格の範囲内で最低制限価格

を下回らない価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者

として決定することができるものとする。

（入札結果等の公表）

第16条 入札執行者は、落札者の決定した工事等について、公共工事に係る入札結果等の

公表に関する事務取扱要領（平成13年11月14日施行）の定めるところにより入札結果等

に関する書類を閲覧に供するものとする。

２ 入札執行者は、前項の公表までの間、入札の経緯及び結果の問い合わせには、一切応

じないものとする。

（入札の延期、取りやめ）

第17条 入札執行者は、郵便入札において、事故又は交通遮断等が発生したとき、不正な

行為等により必要があると認めるとき、又はその他やむを得ない事由が生じたときは、
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入札を延期し若しくは取りやめることができるものとする。

２ 前項により入札を取りやめた場合は、入札書等は普通郵便で当該入札者に返送するも

のとする。ただし、不正な行為等により入札を取りやめた場合を除く。

（費用の負担）

第18条 入札書等の作成、提出及び郵送に要する一切の費用は、入札参加者が負担するも

のとする。

（その他）

第19条 この要領に定めるもののほか、入札の執行については境港管理組合建設工事等紙

入札執行要領の例による。

附 則

（施行期日）

１ この要領は、平成21年7月1日から施行し、同日以後に一般競争入札にあっては公告を、

指名競争入札にあっては指名を行うものから適用する。
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